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木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
・
改
修
費

用
を
補
助
し
ま
す

　

町
で
は
、現
在
の
建
築
基
準
法
に
規
定
さ

れ
て
い
る
木
造
住
宅
の
耐
震
性
能
を
満
た
し

て
い
な
い
可
能
性
が
る
昭
和
56
年
５
月
31
日

以
前
に
建
て
ら
れ
た
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断

の
費
用
、耐
震
改
修
工
事
の
費
用
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

〇
補
助
金
額

・
耐
震
診
断　

　
耐
震
診
断
費
用
の
３
分
の
２

　
（
１
棟
当
た
り
限
度
額
６
万
円
）

・
耐
震
改
修
工
事

　
耐
震
改
修
工
事
費
用
の
１
０
０
分
の
23　

　
（
１
棟
当
た
り
限
度
額
３
０
万
円
）

〇
条
件

・
長
島
町
木
造
住
宅
耐
震
診
断
補
助
要
綱
に

定
め
る
基
準
を
満
た
す
こ
と

・
町
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い
こ
と

・
耐
震
診
断
技
術
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
耐
震

診
断
で
あ
る
こ
と

・
耐
震
改
修
工
事
に
つ
い
て
は
耐
震
診
断
に

よ
り
規
定
の
数
値
以
下
の
構
造
耐
力
の
こ
と　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
注
意
事
項

・
申
請
し
た
場
合
で
も
、必
ず
実
施
で
き
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
事
業
協
議
後
、次
年
度
以
降
の
実
施
と
な
り

ま
す
。

・
建
築
物
の
詳
細
が
わ
か
る
官
公
署
の
発
行

し
た
書
類
の
写
し
が
必
要
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
建
設
課
建
築
係

　
☎（
86
）１
１
３
２［
直
通
］

手
話
入
門
講
座
受
講
生
募
集

　
町
で
は
、手
話
の
基
本
的
な
技
術
を
学
び

た
い
か
た
や
手
話
を
通
じ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
を
し
て
み
た
い
か
た
な
ど
を
対
象
に
手

話
入
門
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

　
手
話
を
習
っ
た
こ
と
が
な
い
初
心
者
も
歓

迎
し
ま
す
。
興
味
の
あ
る
か
た
は
、気
楽
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

〇
対
象
者　
小
学
４
年
生
以
上

〇
開
催
期
間
お
よ
び
時
間

・
６
月
12
日（
水
）
～
11
月
20
日（
水
）

・
毎
週
水
曜
日（
全
23
回
）

・
午
後
７
時
～
８
時
30
分

〇
会
場　

　
町
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー
3
階
大
会
議
室

〇
受
講
料
お
よ
び
テ
キ
ス
ト
代

　

受
講
料
は
無
料
で
す
が
、テ
キ
ス
ト
代

（
９
９
０
円
）、損
害
保
険
料（
３
５
０
円
）は

自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

〇
申
込
期
限　
６
月
４
日（
火
）

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
福
祉
事
務
所
障
害
福
祉
係

　
☎（
86
）１
１
４
６［
直
通
］

甲
種
防
火
管
理
者
の
新
規
講
習

　
消
防
法
第
８
条
第
１
項
で
規
定
す
る
防
火

管
理
者
の
資
格
取
得
講
習
を
実
施
し
ま
す
。

〇
講
習
日
時

　
７
月
３
日（
水
）
～
７
月
４
日（
木
）

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

〇
講
習
場
所

　
風
テ
ラ
ス
あ
く
ね

　
（
阿
久
根
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
）交
流
室
１・２

〇
募
集
人
員　
30
人

※
受
付
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、定
員
に
達
し

次
第
締
め
切
り
ま
す
。

〇
受
講
申
込
受
付
期
間

　
６
月
４
日（
火
）
～
20
日（
木
）

〇
受
講
料

　
３
３
０
０
円（
テ
キ
ス
ト
代
含
む
）

〇
対
象
者

　
阿
久
根
市
ま
た
は
長
島
町
内
に
居
住
さ
れ

て
い
る
か
た
、事
業
所
な
ど
に
勤
務
さ
れ
て

い
る
か
た

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
阿
久
根
地
区
消
防
組
合

　
東
分
遣
所　
　
☎（
86
）０
１
１
９［
直
通
］

　
長
島
分
遣
所　
☎（
88
）５
３
３
３［
直
通
］

自
然
公
園
の
許
可
・
届
け
出

　
雲
仙
天
草
国
立
公
園
区
域
内
で
、自
然
公

園
法
に
基
づ
い
て
規
制
さ
れ
て
い
る
次
の
行

為
な
ど
は
、事
前
に
環
境
大
臣
の
許
可
ま
た

は
届
出
が
必
要
で
す
。

・
工
作
物
の
新
築
、改
築
、増
築

・
木
竹
の
伐
採

・
鉱
物
の
掘
採
、土
石
の
採
取

・
広
告
物
の
設
置
な
ど

・
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
物
の
集
積

・
土
地
の
開
墾
・
形
状
変
更

・
屋
根
、壁
面
、塀
等
の
色
彩
変
更

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
水
産
景
観
課
商
工
観
光
係

　
☎（
86
）１
１
３
７［
直
通
］

新
・
育
児
母
乳
助
成
券

　
町
で
は
、産
後
の
お
母
さ
ん
に
対
し
て
母
乳

や
育
児
の
こ
と
や
産
後
の
体
の
こ
と
な
ど
を
助

産
師
に
相
談
で
き
る
育
児
母
乳
相
談
等
事
業
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　
同
事
業
で
は
令
和
５
年
度
ま
で
、５
０
０
０

円
×
２
枚
の
育
児
助
成
券（
ク
ー
ポ
ン
券
）を
配

布
し
て
い
ま
し
た
が
、令
和
６
年
４
月
か
ら
次

の
と
お
り
変
更
し
ま
し
た
。

〇
新
・
ク
ー
ポ
ン
券

・
１
人
に
つ
き
１
万
円
分

・
５
０
０
円
×
20
枚

・
子
ど
も
が
２
歳
に
な
る
前
日
ま
で
使
用
で

き
ま
す
。

※
従
来
の
ク
ー
ポ
ン
券
が
手
元
に
あ
る
場
合

は
、残
額
分
を
新
ク
ー
ポ
ン
券
に
変
更
で
き

ま
す
。（
従
来
の
ク
ー
ポ
ン
券
を
使
用
済
み
の

場
合
は
対
象
外
で
す
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
町
民
保
健
課
保
健
予
防
係

　
☎（
86
）１
１
５
７［
直
通
］

里
親
制
度
説
明
会
の
参
加
者
募
集

　
里
親
制
度
に
つ
い
て
正
し
い
知
識
と
理
解

を
深
め
る
た
め
、里
親
制
度
説
明
会
の
参
加

者
を
募
集
し
ま
す
。

〇
日
時

　
６
月
７
日（
金
）

　
午
後
４
時
30
分
～
６
時

〇
場
所　
町
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー
３
階
大
会
議
室

〇
内
容

　
①
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
よ
る
紹
介

　
②
概
要
説
明

　
③
個
別
相
談（
希
望
者
の
み
）

〇
定
員　
20
人

〇
申
込
期
限　
５
月
31
日（
金
）

※
定
員
に
達
し
次
第
、申
し
込
み
を
締
め
切
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
福
祉
事
務
所
子
育
て
支
援
係

　
☎（
86
）１
１
４
６［
直
通
］

ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
募
集

　
N
P
O
法
人
か
ら
い
も
交
流
事
務
局
で

は「
第
37
会
か
ら
い
も
交
流
・
夏
」の
ホ
ス
ト

フ
ァ
ミ
リ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

　
香
港
や
台
湾
、韓
国
の
大
学
で
日
本
語
を

勉
強
し
て
い
る
大
学
生
を
ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ

リ
ー
と
し
て
受
け
入
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

〇
受
け
入
れ
期
間

　
７
月
14
日（
日
）
～
28
日（
日
）

〇
申
し
込
み
締
切

　
５
月
31
日（
金
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
N
P
O
法
人
か
ら
い
も
交
流
事
務
局

　
☎
０
９
０（
９
２
６
）８
３
８
０

労
働
保
険
年
度
更
新
の
期
間

　
令
和
６
年
４
月
か
ら
労
災
保
険
料
率
と
労

務
費
率
が
一
部
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で「
労
災
保
険
料
率　
変
更
」と

検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

e-

G
o
v
の
電
子
申
請
も
活
用
で
き
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
県
労
働
局
労
働
保
健
徴
収
室

　
☎
０
９
９（
２
２
３
）８
２
７
６

職
業
訓
練
指
導
者
員
の
講
習

を
実
施

　
県
職
業
能
力
開
発
協
会
で
は
、職
業
訓
練

指
導
員（
職
業
能
力
開
発
施
設
で
の
指
導
や

企
業
な
ど
で
の
人
材
育
成
を
担
当
す
る
か

た
）と
し
て
必
要
な
指
導
・
訓
練
方
法
な
ど

の
能
力
を
短
期
間
に
習
得
し
て
も
ら
う
た
め

に
、職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
基
づ
い
て「
厚

生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
講
習
実
施
要
領
」

に
よ
り
、講
習
を
実
施
し
ま
す
。

〇
期
日（
計
６
日
間
実
施
）

・
７
月
30
日（
火
）
～
31
日（
水
）

・
８
月
１
日（
木
）
～
２
日（
金
）

・
８
月
８
日（
木
）
～
９
日（
金
）

〇
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

〇
場
所　
鹿
児
島
県
青
少
年
会
館

〇
主
な
受
講
資
格

①
技
能
検
定（
国
家
検
定
）の
１
級
ま
た
は
単

一
等
級
の
合
格
者

②
職
業
能
力
開
発
校
修
了
者
で
４
～
10
年
の

実
務
経
験
者

③
学
校
教
育
法
に
よ
る
免
許
職
種
に
関
す
る

学
科
を
修
め
た
者
で
、大
学
卒
業
者
２
年
、短

期
大
学
・
高
等
専
門
学
校
卒
業
者
4
年
、高
等

学
校
卒
業
者
７
年
の
実
務
経
験
の
あ
る
も
の

〇
受
付
期
間

　
５
月
13
日（
月
）
～
24
日（
金
）必
着

　
※
土
・
日
は
除
く

〇
定
員

　
30
人（
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
）

〇
受
講
料

　
1
万
５
６
０
０
円（
テ
キ
ス
ト
代
を
含
む
）

※
受
講
案
内
、受
講
申
請
書
は
検
職
業
能
力

開
発
協
会
の
ホ
ー
ム
ぺ
―
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
県
職
業
能
力
開
発
協
会

　
☎
０
９
９（
２
２
６
）３
２
４
０


